
 

委員会提出議案第２号 

 

特別な配慮を要するこどもへの総合的な支援制度の創設を求める 

意見書の提出について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり提出する。 

 

令和８年６月８日 

 

 東広島市議会議長  奥 谷  求  様 

 

      提 出 者  東広島市議会文教厚生委員会 

委員長 景 山  浩 

  



 

（提案理由） 

特別な配慮を要するこどもが安心して必要な支援を受けられる環境を整備するた

め、診断体制の充実、早期発見・早期療育が可能となる支援体制の構築並びに医

療・福祉・教育の連携強化等を含めた総合的な支援制度の創設を求める意見書を政

府及び国会に提出しようとするものである。 

  



 

特別な配慮を要するこどもへの総合的な支援制度の創設を求める意見書 

 

近年、発達障がい等の特性を有する児童の増加が指摘されており、早期発見及び

早期療育の重要性が一層高まっている。しかしながら、発達障がいの診断を担う専

門医及び医療機関は依然として不足しており、診断までに長期間を要する事例が各

地で生じている。このことは、適切な支援の開始の遅れにつながり、児童本人のみ

ならず、その家族にも大きな負担を生じさせている。 

文部科学省が令和４年に実施した調査によれば、全国の小中学校に在籍する児童

生徒のうち、学習面又は行動面において著しい困難を示す者は８．８％に上るとさ

れている。また、福祉現場においては、発達障がいを有する可能性のある児童は約

１割に達するとの指摘もあり、支援ニーズは今後も増加・多様化することが見込ま

れる。 

こうした中、発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）においては、発達

障がいの早期発見及び切れ目のない支援の実施が国及び地方公共団体の責務として

定められている。さらに、令和６年７月に改訂された児童発達支援ガイドラインに

おいては、こどもの発達段階に応じた質の高い支援と家族支援の充実が強く求めら

れている。 

一方で、現場においては、診断前の段階からの支援体制が十分とは言えず、また、

医療・福祉・教育の各分野における連携、専門人材の確保・育成及び地域における

社会資源の整備についても課題がある。特に、放課後児童クラブや保育・教育現場

等においては、発達特性に応じた支援を提供することができる体制が十分ではなく、

地域間において差が生じている状況にある。 

このような課題を踏まえ、発達障がい児及びその家族が安心して必要な支援を受

けられる環境を整備するためには、診断体制の強化に加え、診断前からの切れ目の

ない支援体制の構築及び分野を超えた横断的な制度の再構築が不可欠である。 

よって、国におかれては、総合的な支援制度の創設が実現されるよう、次の事項

について強く要望する。 

 

１ 発達障がい児の早期療育を推進するため、専門医を含む専門的人材の確保及

び養成並びに地域における支援サービス提供体制の整備に取り組む地方公共団



 

体に対し、安定的かつ十分な財政措置を講じること。 

２ 発達障がいの診断を担う医療提供体制の充実を図るとともに、診断前の段階

から適切な支援につなげる仕組みを含め、早期発見・早期療育が可能となる体

制整備を国の責任において総合的に推進すること。 

３ 医療・福祉・教育の各分野の連携を一層強化し、放課後児童クラブ、保育所、

学校等において発達特性に応じた支援が可能となるよう、専門人材の配置及び

研修体制の充実を図るための制度の創設及び支援を講じること。 

４ 発達障がい児に対する支援について、地域間の格差の是正を図るとともに、

切れ目のない支援を実現するための既存制度の見直しを含め、総合的支援制度

の構築を検討すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

   

    年  月  日 

 

東 広 島 市 議 会   

 

 

  



 

提 出 先 

 

衆 議 院 議 長 

参 議 院 議 長 

内 閣 総 理 大 臣 

総 務 大 臣 

財 務 大 臣 

文 部 科 学 大 臣 

厚 生 労 働 大 臣 

 


